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エリア価値向上支援事業費補助金交付要綱

第１ 趣旨

知事は、各地の特色あるまちづくりを推進するため、空き店舗などの遊休不動産

を活用した面的再生等により、地域の価値向上に取り組む商店街等組織又は民間事

業者（以下「間接補助事業者」という｡）に補助する市町（ただし、政令指定都市

を除く。以下同じ）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、そ

の交付に関しては静岡県補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47号）に定める

もののほか、この要綱に定めるところによる。

第２ 定義

(1) この要綱において「商店街等」とは、商店街その他の商業の集積又は

問屋街をいう。

(2) この要綱において「商店街等組織」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関

する法律（昭和32年法律第185号）第９条ただし書きに規定する商店街組合又

はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。

イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により

代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。

ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の

管理等を適正に行うことができるもの。

(3) この要綱において「民間事業者」とは、当該地域のまちづくり、商業活性化の

担い手として事業に取り組むことができる中小企業者（中小企業基本法（昭和38

年法律第154号）第２条第１項に規定する者）又は団体（商店街等組織及び地方

公共団体を除く。以下同じ。）であって、定款等により代表者の定めがあり、財

産の管理等を適正に行うことができるものをいう。なお、次のいずれかに該当す

る者を除く。

ア 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％の株式を保有

される中小・小規模事業者である場合

イ 交付申請時において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又

は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者であ

る場合

第３ 補助の対象及び補助率（額）

(1) 補助の対象

地域の価値向上のために市町又は間接補助事業者が策定した総合的な計画等に

基づき、間接補助事業者が空き店舗などの遊休不動産の活用等により地域の面的

再生を図る事業に要する別表に定める経費について、市町が補助する場合におけ

る当該補助に要する経費

(2) 補助率（額）
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間接補助事業者が行う(1)に掲げる事業に要する経費の３分の１の範囲内で、

かつ、市町が補助するのに要する経費の２分の１以内とし、500万円を限度とす

る。

第４ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア 交付申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

ウ 収支予算書（様式第３号）

エ 経費配分書（様式第４号）

(2) 提出期限

別に定める日まで

第５ 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更（別表に掲げる経費のうち施設整備費の

額の10パーセント以下又は施設整備費以外の経費の額の20パーセント以下の変

更を除く。）をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価

格が50万円以上の動産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定

めがない財産については、知事が別に定める期間）内において、知事の承認を受

けないで、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供してはならないこと。

(4) 知事の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならな

いこと。

(7) 市町長が補助金の交付を決定する場合においては､(1)から(6)までに掲げる事

項を条件として付さなければならないこと。この場合において、(1)から(4)まで

の事項中「知事」とあるのは「市町長」と、(4)中「県」とあるのは「市町」と
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読み替えるものとする。

(8) 市町長が補助金の交付の決定をする際に条件として付した(1)若しくは(3)の承

認又は(2)の指示をする場合においては、あらかじめ知事の承認を受けなければ

ならないこと。

(9) 市町長が補助金の交付の決定をする際に条件として付した(4)により市町に収

入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

第６ 変更の承認申請

提出書類 各１部

ア 変更承認申請書（様式第５号）

イ 変更事業計画書（様式第２号）

ウ 変更収支予算書（様式第３号）

エ 変更経費配分書（様式第４号）

第７ 実績報告

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第６号）

イ 事業実績書（様式第７号）

ウ 収支決算書（様式第３号）

エ 決算経費配分書（様式第４号）

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった

日の属する年度内の２月28日のいずれか早い日まで

第８ 請求の手続

(1) 提出書類 １部

請求書（様式第８号）

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して７日を経過した日まで

第９ 消費税仕入控除税額等に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額（以下「消費税仕入

控除税額等」という。）がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額

当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に地

方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額と

の合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をす

ること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明ら

かでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が
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明らかになった場合には、その金額（(1)により減額したものについては、その

金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金額から減額して報告すること。

(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還

(2)に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告

により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額

（(1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分

の金額）を消費税仕入控除税額等報告書（様式第９号）により速やかに知事に報

告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを県に返還しなければならない。

(4) 市町長が補助金の交付をする場合の取扱い

市町長が補助金の交付をする場合においては、(1)から(3)までの事項と同様に

取り扱うものとする。この場合において、(3)の事項中「知事」とあるのは「市

町長」と、「県」とあるのは「市町」と読み替えるものとする。

第10 暴力団排除に関する誓約

市町長は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前

に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

附 則

この要綱は、令和７年度分の補助金から適用する。
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別紙

暴力団排除に関する誓約事項

○○（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請を

するに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれ

にも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反し

たことにより、当団体が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）である又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。
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別表

第３(1)に掲げる事業

経費の区分 費 目

謝金等 委員等謝金、委員等旅費

会議費 会場借上料

実験的事業経費
通信運搬費、広報費、無体財産購入費、備品費、イベント費、

借料･損料、雑役務費、消耗品費、印刷製本費

委託費 委託費

店舗改修費 店舗改修費

施設整備費 施設整備費
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様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

エリア価値向上支援事業費補助金交付申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

市町長 氏 名

年度においてエリア価値向上支援事業を実施したいので、補助金を交付され

るよう関係書類を添えて申請します。

１ 金額 円

２ 事業の目的

口座振替先 金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名
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様式第２号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

事業計画書（変更事業計画書）

１ 補助対象事業の名称

２ 補助対象事業の実施主体

３ 補助対象事業の内訳

(1) 施設整備を行う事業

（添付資料）・設置予定箇所を示す図面

施 設 名 数 量
契 約 先

（予定）

契約年月日

（予定）

着工年月日

（予定）

完成年月日

（予定）

代金支払（予定）
備 考

契約金額 支払方法 支払年月日 支払金額

円 円
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(2) (1)以外の事業

４ 事業の必要性及び効果

５ 事業実施体制（事務局体制、委員体制、関係団体・市町の支援体制等）

区 分 内 容 実施予定時期 備 考
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様式第３号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）

１ 収入の部

２ 支出の部

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）
比 較

備 考

増 △減

円 円 円 円

計

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）

比 較

備 考増 △減

円 円 円 円

計
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様式第４号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

経費配分書（変更経費配分書、決算経費配分書）

（単位：円）

（注）１．「間接補助事業に要する経費」とは、間接補助事業者が補助事業を行うた

めに必要な経費とする。

２．「補助対象となる経費」とは、間接補助事業に要する経費のうちで、別表

｢補助対象経費｣に掲げる経費とする。

３．委託費のある場合は、委託費の区分内訳欄に必要な費目に分類して記入す

るとともに、委託する事業、委託先、委託金額及び委託する理由を記載した

委託事業内容明細書を添付すること。

４．変更経費配分書の場合は、変更前の金額を左欄に、変更後の金額を右欄に

記載すること。

補助事業者（市町名）

間接補助事業者（事業主体）

補助対象

経費の区分
費 目

間接補助

事業に要

する経費

補助対象

となる

経費

負 担 区 分

備 考市町

負担額

補助金

申請額

謝金等
委員等謝金 （注）

補助対象とな

る経費につい

ては、各々の

積算明細を備

考欄に記載又

は資料を添付

すること。

委員等旅費

会議費 会場借上料

実験的事業

経費

通信運搬費

広報費

無体財産購入費

備品費

イベント費

借料･損料

雑役務費

消耗品費

印刷製本費

委託費 委託費

店舗改修費 店舗改修費

施設整備費 施設整備費

合 計
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様式第５号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

エリア価値向上支援事業計画変更承認申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

市町長 氏 名

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けたエリア価値向上

支援事業を次のとおり変更したいので、承認されるよう申請します。

１ 変更の理由

２ 変更の内容

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名
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様式第６号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

実績報告書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

市町長 氏 名

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けたエリア価値向上

支援事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名
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様式第７号（用紙 日本産業規格Ａ４横型）

事 業 実 績 書

１ 補助対象事業の名称

２ 補助対象事業の実施主体

３ 補助対象事業の内訳

(1) 施設整備を行う事業

（添付書類）

・市町の検査復命書写

・契約書写

・工事写真（竣工前と竣工後）

・工事図面

施 設 名 数 量 契 約 先 契約年月日 着工年月日 完成年月日
代金支払

備 考
契約金額 支払方法 支払年月日 支払金額

円 円
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(2) (1)以外の事業

（添付書類）

・市町の検査復命書写

・契約書写

・事業報告書

・店舗改修費が補助対象の場合は、改修に係る写真（竣工前と竣工後）及び図面

４ 本事業により得られた成果及び効果

区 分 内 容 実施時期 備 考
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様式第８号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

請 求 書

金 円

ただし、 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の確定を受けたエリア

価値向上支援事業の補助金として、上記のとおり請求します。

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

市町長 氏 名

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名
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様式第９号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

消費税仕入控除税額等報告書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

市町長 氏 名

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けたエリア価値向上

支援事業の補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したので、次のとおり報告し

ます。

１ 補助金の確定額 金 円

（ 年 月 日付け 第 号による額の確定通知額）

２ 補助金の交付の申請時及び実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等

金 円

３ 消費税額及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等

金 円

４ 補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額）

金 円

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名


